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１　法人の実施する事業概要 沿革

〇 地域密着型特別養護老人ホーム そのさと 設立経過他
　当地域の高齢化率は2015年に30％を超え、（2023．4月32.7％）全国平均を常に4％程度上回
り推移しています。今後も、高齢者人口の増加が見込まれる中、IT社会による雇用人材の減少等
で社会経済の激変が予想され、高齢者福祉を取り巻く環境は大きな変革期を迎えていますが、今
後益々支援が必要な要介護高齢者が増加する中で、住み慣れた環境で、自宅と変わらない状況で
暮らせる仕組みづくりが求められています。そこで、こうした時代の要請に応え、地域の高齢者が安心して暮らし続けられる社会の実現に寄与すべく、関係各位のご支援の下、2016年（平成
28年）に社会福祉法人の設立に至りました。

当法人は、隣接法人の宅幼老所「なずな豊丘」の家屋所有者である駒澤貞弘 氏（業務執行理事）のご厚志により畑だった現在の土地の寄付の意向を受けたご縁が始まりです。
駒澤氏は多年にわたり会社勤務の傍ら本地で農業を行い、定年後は須坂市社会福祉協議会や地元（南小河原町）でボランティア活動を積極的に行い、隣接の宅幼老所（駒澤様より借り受け）への支援を通じ、福祉全般に対する強く熱い思いが今回の法人設立の基盤になっています。また、理事長の德竹順一 氏は、平成22年より駒澤様より宅幼老所を借り受けデイサービス事業を経営しておりましたが、駒澤様の強い意志とご支援（土地の寄付）を受けたことを機に、德竹氏も法人設立のために１千万円の寄付金を供出し、駒澤氏とともに法人設立に関与し、多くの支援者の協力のもと、今日に至りました。

須坂市が平成24年度に公募した地域密着型老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム）整備予定事業者に応募しましたが認められず、3年後の平成27年度に再び公募があった時に再応募し、平成28年2月に事業者決定を受け、平成28年7月に法人を設立しました。
　「大切な人を心から想い、感謝の気持ちで接します」という法人社訓を元に、施設理念　「自分の家」、全体方針「私達は、常に学習し、高い倫理観を持ち、日々生活する皆様に対し、家庭的な共同生活のもと、一人一人を主役とし、自宅で暮らしていた時と大きく変わることのないような生活スタイルを守り、尊厳をもって役割を担い暮らし続けることができるよう、日頃の生活を見守りながら、いつもそっと寄り添いながら支援を行います。」を実践し、地域の皆様が安心して暮らせる介護施設を開設するため、何度も設計を見直し、関係機関とも議論を重ねながら、市や県の担当部署と確認をとりながら建設準備を進めてまいりました。
当初の予定では、平成28年度中に完成、平成29年度4月開設を目指しておりましたが、農振除外に6カ月の予定が8ケ月（Ｈ28年2月に申請、10月の許認可）を要し、その後農地転用に1ケ月（Ｈ28年10月申請、11月許認可）かかり、すぐに入札を行い、工事開始の予定が、教育委員会より該当地区が埋蔵文化財包蔵地（内山遺跡）に相当するので、試掘調査が必要との事で、更に1ケ月を要しました。ようやく12月23日に地鎮祭を行い、工事着工を始めた矢先の1月15日からの記録的な大雪（累積で60センチ以上）により、更に3ケ月程度工事スケジュールが伸びてしまい、当初12月開所予定（8ケ月遅れ）で準備を進めておりましたが、平成29年4月に補助金の関係で問題が発生し、急遽11月20日完成予定の工事を、工事業者（中野土建様）にお願いし、何とか工期を2カ月早め、9月20日 完成予定で工事を進め完成に至りました。また、工期短縮の影響で、人材確保にも一定の期間をもてずに短期間での職員募集となり、不安もありましたが、法人理念に共感する人材が多く集まり、約１ヵ月の教育研修を経て平成２９年１０月２０日の開所に至りました。


その後、少しずつ入居者が増え、平成30年５月に満床（29床）となり、職員も入居者家族も当所での暮らしに徐々に慣れ、平成31年５月に年号が令和に変わりました。
その後、全世界的に猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、令和２年2月中旬よりご家族様の面会制限及び、ボランティアや業者等の入所制限を行っており、及びご家族の皆様に面会を解除できない状況が続いておりましたが（※看取り時の入室許可、風除室内の戸越の面会や、ビデオ通話等は可能にしていました。）、令和5年5月8日より、感染症法の位置づけが、法律に基づく措置が必要な2類相当から、季節性インフルエンザと同等の5類相当に変更された事を受け、段階的に緩和する方向をとっております。

 令和２年度中には、国が例年実施している「地域介護・福祉空間設備等施設整備事業」について福祉避難室（災害時の福祉避難者の受け入れ）＆感染症者特別隔離室（新型コロナウイルス等感染力の強い疾病の疑いがある入居者の隔離室）の対応目的で応募し採択され、令和２年12月に着工し、令和3年3月20日に竣工し、そのさと 地域交流スペース「縁」（※リビング及び2居室）として面会や会議等で活用しています。
　令和3年度中には、令和2年度と同じ「地域介護・福祉空間設備等施設整備事業」のメニューの中で、非常災害時対策用として自家発電装置の申請を行い、2年連続して補助金の採択を受けることが決定し、令和4年3月18日に竣工接続テストを行い、稼働が始まりイザという時の安心につながることができました。
　令和4年度中には、世界情勢の影響から高騰し続ける電気代の対策として、長野県が実施する「社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金」の採択を受け、太陽光による自家発電の為の太陽光パネル（50,400キロワット）を令和5年3月末日に設置完了し、稼働が始まり現在に至っています。

	種　　　別
	認可権者
	認可・指定年月日等

	社会福祉法人認可
	須坂市
	平成28年 7月15日

	地域密着型特別養護老人ホーム設置認可
	長野県
	平成29年 9月28日

	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護指定
介護保険指定事業者番号 2090700085
	須坂市
	平成29年10月 1日

	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護指定
	高山村
	令和  3年１月１日

	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護短期入所
（介護予防短期入所生活介護）事業者番号2070700758
	長野県
	令和  4年4月１日

	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護指定
	小布施町
	令和５年１０月１日


２　行政指定関係

３　事業等概要
1  入居状況　※平均稼働率（単位：％）
	月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	平均

	稼働率
	96.6
	93.5
	96.6
	96.7
	96.7
	93.3
	93.1
	96.6
	93.5
	93.5
	100
	93..5
	95.3


　R3/98.0％　R4/96.3％
・退居者7名・入居者4名　　退居から入居までの平均日数、30.1日（R3/14.3日　R4/26日）
・入院者数　13名（R３/８名　R4/１２名）　平均入院日数日１５．3日（R３/17日　R4/26日）

・稼働率低迷の原因として長期入院の方が多く、満床になる月が1ヶ月しかなかった事。また、退所してから次の入居までの日数も3年前に比べ長くなっているが、入居待機者の減少が原因と考えられる。

2  入居者構成比（ 平均要介護度3.4　平均年齢87.9歳 ）※令和5年3月31日現在
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５
	男性
	女性

	0人
	0人
	13人
（44.8％）
	13人
（44.8％）
	1人
（10.3％）
	5人
（17.3％）
	24人
82.7％）


R3　　　　　　　2人　　　　15人　　　　10人　　　　2人　　　　　6人　　　　23人　　　　　
R4　　　　　　　1人　　　　11人　　　　15人　　　　1人　　　　　7人　　　　22人
・待機者の大半が要介護3か4で、女性の構成比率が高い。
・病院から入居される方が多く、入院中の認定では介護度が高く出るが、施設入所し落ち着いたことで1年後の変更の際に介護度が低くなることが多い。
・職員が「暮らしの継続」を目標にケアにあたっている成果。ＡＤＬ（日常生活動作）が維持されている。
・施設の受け入れ態勢を考えると、要介護5の方の入居になかなか踏み出せていない。また、
入居待ち対象者の年齢が高齢な方が増えており、その分病歴があり入院が多くなっている。

3  介護事故報告
※１　介護事故（月平均 約21.1回）  　　
	月
	.4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	件数
	26
	22
	17
	23
	21
	22
	10
	27
	23
	26
	14
	22
	253


R2/118　　R3/284　R4 /326
※２　ひやりはっと（月平均 約6.8回）
	[bookmark: _Hlk9074729]月
	.4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	件数
	6
	6
	6
	14
	6
	7
	10
	11
	3
	2
	4
	7
	82


　　R2/84　　R3/115　R4/69　
・N様の転倒・転落事故の報告の大部分を占めている。N様の「出来る事は自分でやらなきゃ。自分はまだまだ出来る。」と言う一方で、病状の進行により運動機能の低下も見られ、転倒事故の件数が多い。前年度よりは事故は減ったが、その日その時の御本人の様子を細かく観察し、状況に応じた声がけや介助を行い、居室環境を工夫していく。
　　・ひやりはっと報告件数は少し増加。委員会を通じて「事故に繋げない」という意味合いのひやりはっと（気づき）の重要さの周知を行い、ひやりはっと報告を多く上げ、結果、事故の発生を防いでいきたい。
・ひやりはっと報告件数は少し増加。委員会を通じて「事故に繋げない」という意味合いのひやりはっと（気づき）の重要さの周知を行い、ひやりはっと報告を多く上げ、結果、事故の発生を防いでいきたい。
④　看取り介護実施状況（通算合計 16名）
　平成30年度    4名　　令和 元年度　　3名　　令和 2年度　5名
　　令和　3年度 　4名    令和　4年度  　6名    令和 ５年度  7名　総計　２６名

⑤　身体拘束（令和4年度事例、令和5年度無し）
　※1　両手ミトン手袋　1名　（K様 要介護4　78歳　）　①令和4年　8  月1　日開始
　　　・切迫性　　自己免疫疾患により全身に強い掻痒感を伴い、御自身で掻き壊してしまい、水疱が出現。投薬治療を行っていたがさらに掻き壊し、水疱が破れ化膿し感染の恐れがあり。
　　

　　・非代替性　投薬治療を中心に爪切りや身体の清潔保持を行っていたが、昼夜、強い
　　　　　　　　　掻痒感が見られ、改善の傾向が見込めない。
　　　・一時性　　自己免疫疾患の症状緩和と水疱等、皮膚状況の完治までとしミトン手袋によ
　　　　　　　　　る身体拘束を開始する。
※ 解除までの状況　投薬治療を継続して行い、徐々に皮膚状況が改善に向かわれる。破れた皮膚が乾燥してくると、乾燥部位の皮膚が気になるようで、手で擦る仕草は見られるが、掻痒感も緩和されている様子で非拘束時間も徐々に長くなる。
※ 上記を踏まえ、弟様に了承いただき令和4年9月7日付で身体拘束を完全解除した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑥　家族面会状況
感染状況に合わせて制限または禁止としています。（面会の対応方法：風除室でのガラス戸越しの面会・地域交流スペース「縁」でのアクリル板越しの面会・オンライン面会）
ただし、看取り対応となられている入居者様については居室内で20分の時間制限を設けて面会可能としています。
	
	.4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	風除室
	21
	34
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62人

	縁
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	4
	16人

	居室
	0
	0
	43
	20
	61
	50
	61
	50
	57
	76
	59
	69
	546人


R2　風除室　217人　R3　風除室　204人　
⑦ 法人運営関係会議・役員会・評議員会等開催状況
　　※１　5月 22日　監査　　　　　　　　　　　※２　5月 22日　役員会（理事会）第1回
　　※３  6月 10日　評議員選任・解任委員会　　※４　6月 28日　評議員会 第1回
　　※５　6月 28日　役員会（理事会）第2回　　駒澤貞弘氏　理事退任。監事の高橋芳子氏を新理事になっていただき、幹事には、長岡惠子氏についていただく。
※6   9月28日  役員会（理事会）第3回
　　※8   12月 11日　役員会（理事会）第4回　 ※９  3月 21日 役員会（理事会）第5回
※10　3月 28日　評議員会 第2 回

⑧ 行事関係等 
　※１　　誕生会（ 各ユニット毎に毎月開催 ）
※２　　4月中　　　お花見ドライブ
※３　　4月 13日　お楽しみ食事（ライスペーパーでデザートを食べよう）
  ※４　　4月　16日　お孫さんに会いに行こう（ドライブ）
※５　　5月　9日　おやつを作ろう！　　※６　　6月 2日　バーベキュー
※７　　5月 19日　焼き芋大会　　　　　※８　　5月 16日  こいのぼり運動会
　※９　　6月  19日　ドライブ　　　 　　※10　　6月 8日~10日　バラ湯に入ろう
　※11　　6月 22日　お楽しみ食事（スイカ割とフルーツポンチ）
　※12　　6月　30日　お楽しみ食事（沖縄料理））
※13　　7月 22日　カッタカタ祭りに行こう
　※14　　8月 13日　お盆花火大会
　※15　　9月  5日　葛切りを食べに行こう　※16　　9月 12日　サラダスパゲティ
　※17　　9月 28日　冷製パスタ        　　※18　　9月 13日　流しそうめん
※19　　9月  9日　敬老会          　　　※20　　10月27日　パフェ外食
※21 　11月 12日　生の演奏会を聞きに行こう

※22　 11月 8日　菊花展　　　　　　　　　※23　 11月19日　ギター演奏会
※24　 11月 20日　打ちたての新そばを食べよう
※25　 12月 15日　ケーキを食べに行こう
※26　 12月 25日　クリスマスケーキを作って食べよう！
※27　  1月  5日　繭玉づくり　　　 ※28 　 1月　10日　なつかしの中野へ行こう
　※29　  2月 3日　節分　　　　　　　※30　　2月 14日　バレンタインのケーキを味わう
　※31　　2月 18日　入居者様100周年お祝いコンサート
　※32　　3月　5日　春をお祝いし鯛（鯛づくし料理をふるまう）
　※33　　3月28日　味噌作り

⑨ 各種職員連携会議・専門委員会
1 よりあい（多職種連携会議）　3週間に1回開催
2 ユニット会議（豊・寿・福）　毎月1回開催
3 各種委員会（①感染・看取り ②事故防止 ③虐待・身体拘束・接遇 ④食事・口腔ケア）

⑩ 避難訓練（年2回実施）
　万が一の火災や自然災害の発生に備えて行う訓練を消防署の協力の下で実施
※１　令和4年 6月 22日　　避難・通報・消火訓練
※２　令和5年 3月 15日　　避難・通報訓練　　AED講習会

⑪ 職員研修関係
　職員の資質向上を図るために、各種内部研修、外部研修への参加を求め、希望や参加者アンケートも実施しながら実施して参りました。交代勤務の為、内部研修の全員参加が難しいので
すが、同日に2回開催する等の工夫により参加率を高めるよう配慮している。
[bookmark: _Hlk166503288][bookmark: _Hlk166503171]　※１　 4月中　　介助法の理解【動画視聴】　（全職員）
※２　 5月中    プライバシー個人情報【動画視聴】　（全職員）
 ※３   5月14日　　 青山講師研修　第1回【全6回】　（全職員）
※４　 6月中　　倫理・法令の理解【動画視聴】
※５   6月6日　　 青山講師研修　第2回【全6回】　（全職員）
※６　 7月中　　身体拘束排除【動画視聴】　（全職員）
※７　 8月中    事故報告【動画視聴】　（全職員）
 ※８   9月21日　　 青山講師研修　第3回【全6回】　（全職員　
※９　 9月中    BCP【動画視聴】　（全職員）
※10   10月25日　　 青山講師研修　第4回【全6回】　（全職員）
※11　 10月中　　感染症１【動画視聴】　（全職員）
※12　 11月中    感染症2【動画視聴】　（全職員）
※13   12月15日　　 青山講師研修　第5回【全6回】　（全職員）
[bookmark: _Hlk166504119]※14　 12月中　　認知症研修【動画視聴】　　　　　     (全職員)
※15　　1月～3月　看取り・医療連携研修【動画視聴】　　　　     (全職員)







【青山幸広講師プロフィール】
青森県出身。保育士を経て介護職となる。2001年、おむつをしない、機械浴に入れない、閉じ込めない、薬に頼らない、をモットーにした介護アドバイザーになることを決意し独立。　2004年、介護アドバイザー会社「ケアプロデュースＲＸ組」を設立。腰を痛めない介護技術指導や、ゆったりとお年寄りと関われる介護業務改革など、独自の介護術と理論が反響を呼び、全国各地の施設から介護指導のオファーが寄せられているケア・アドバイザーの第一人者。
出演番組：ＮＨＫ「ためしてガッテン」・Ｅテレ「楽ラクワンポイント看護」









⑫　外部評価関係
　１ 地域運営推進会議開催状況（偶数月開催予定）
　　 概ね2ヵ月に一度の頻度で開催。委員構成メンバー（入居者様代表・ご家族様代表・区長・ 
   民生委員・市保健補導員・市高齢者福祉課担当者・第三者委員等）が一堂に会し、施設の運営
状況を地域住民等にお知らせし、地域に密着した介護施設の理解を深めてもらう為の会議　　 
※　開催状況
令和2年2月20日以降、新型コロナウイルス感染予防のため書面による報告　　　　　　　　を続けおり、周囲のコロナ感染が落ち着きを見せたので、10月22日に再開したが、その後再度の感染拡大見られ12月18日実施予定の会議は書面による報告となった。令和3年2月25日再度再開。しかしその後県内での新型コロナウイルス感染拡大見られ、4月開催分も書面による報告となる。6月25日再開。その後全県において感染拡大。長野県域も警戒レベル5となり、8月分は書面報告となる。10月26日、12月17日開催。令和4年の年明けよりオミクロン株の感染急拡大により、長野県にまん延防止等重点措置が適用となる。2月開催分は書面報告となる　令和4年4月27日再開、令和4年6月22日、令和4年10月21日、令和5年2月24日。
· 令和4年8月は8月24日に職員1名新型コロナウィルス陽性。他者との接触を避けるため、　中止とし書面報告とした。
※令和4年12月は新型コロナウィルスによる施設内クラスターの為それぞれ書面報告となる。
[bookmark: _Hlk166504484]※1　4月 25日　運営推進会議　第1回　※2　6月 15日　運営推進会議　第2回
※3　8月 28日　運営推進会議　第3回　※4　10月 6日　運営推進会議　第4回
※5　12月 8日　運営推進会議　第5回　※6　2月 16日　運営推進会議　第6回

２ 第三者委員による、入居者訪問、聞き取りの実施
　（運営推進会議時、入居申し込み状況を含め、情報提供）
　
３ 須坂市介護相談員訪問活動（2名づつ交代制）　
　須坂市より委嘱された外部有識者による介護相談員が市内の各介護保険施設を訪問し、入居
者より暮らしの状況を聞き取り調査し、施設へ伝え入居者の為の質の改善等を提言する活動。
※　来所状況
令和2年3月より新型コロナウイルス感染予防のため一時中断。令和2年6月より再開。6月19日、8月11日、10月21日と来所してもらう。
　令和2年12月に県内の新型コロナウイルス感染拡大のため施設内への部外者立ち入り禁止となり、令和3年8月まで中止とする。
　令和3年10月4日、11月11日 長野県域の感染警戒レベルが3となったため再開。



　令和4年1月、まん延防止等重点措置が適応となり、解除後も警戒レベル5が続いているため現在まで中止していたが、令和4年11月8日　再開し須坂市相談員2名来所される。
※1　6月 7日　第1回　※2　8月 3日　第2回　※3　10月 11日　第3回　
※4　12月 14日　第4回　※1　2月 14日　第5回

４ 介護サービス情報公表制度「福祉介護べんり帖」への情報公開の実施
　長野県が実施する介護事業所の内部情報の公開制度、一般市民が気軽に情報を知ることが出　
来る仕組み。（公開中）

５　社会福祉法人監査　  
　令和4年5月6日（※新型コロナウイルス感染予防による施設立ち入り制限中のため会計
事務所で実施）
　令和5年1月27日　須坂市役所職員による　地域密着型運営指導（午前中）、社会福祉法人指導監査（午後）
　
　６　長野保健所巡回指導　
　令和5年７月１９日長野保健所職員による食品衛生監視指示票検査

⑬ 入居判定委員会 開催　
　　外部の第三者委員2名を含む理事長、施設長、生活相談員、ケアマネージャー、看護師、ユニットリーダーの構成による判定会議。（※２ヵ月に1回開催）
※　開催状況：4月21日開催。6月、8月新型コロナウイルス感染拡大のため第三者委員を含めての委員会は開催できず、よりあい内で職員のみで開催する。
※　10月22日再開したが、12月と2月も感染拡大のため委員会は開催できず、その後は月２回ある「よりあい（リーダー＆多職種会議）」内にて実施中。
※　第三者委員の方には、現在も運営推進会議前に来ていただき説明。

⑭ 須高地区合同会議（須坂やすらぎの園にて開催）
　　市内の介護保険施設等の主に生活相談員が集まり意見交換を行っている会議への参加
※開催状況：新型コロナウイルス感染予防のため令和2年2月19日開催後中止となっている。
※令和５年度も開催されず。

⑮ 新型コロナウイルスワクチン接種状況
※ 1、2回目
　　5月18日（火）より、松澤先生の往診時に入居者・職員3グループに分かれ接種開始。
　　6月22日、全てのグループが2回の接種完了。
　　入居者28名、職員30名が接種。
　
　接種後、熱発された入居者が数名いらっしゃったが、その後全員復調されている。
　※ 3回目
　　1月25日より、松澤先生の往診時に入居者様・職員4グループに分かれて3回目の
ワクチン接種開始。
2月15日、接種完了。接種後体調不良が見られる入居者様はいなかった。



[bookmark: _Hlk166505671]　※4回目
　　8月30日より、松澤先生の往診時に入居者様・職員3グループに分かれ接種開始。
　　9月13日に接種完了。接種後体調不良が見られる入居者様はいらっしゃらなかった。
　※5回目（令和５年）
　　1月31日より、松澤先生の往診時に入居者様・職員3グループに分かれ接種開始。
　　2月21日に接種完了。接種後体調不良が見られる入居者様はいらっしゃらなかった。
※6回目（令和５年）
　　7月18日より、松澤先生の往診時に入居者様・職員3グループに分かれ接種開始。
　　7月25日に接種完了。接種後体調不良が見られる入居者様はいらっしゃらなかった。

⑯ 施設職員の新型コロナウイルス感染経緯
　　そのさとでは、長野県・長野市事業の「高齢者施設等の従事者等に対する新型コロナウイル
ス感染症に係わる検査事業」に申込み、3月から毎週全職員がＰＣＲ検査を行っていた。
令和４年　
3月22日（火）　当該職員公休日。起床後、喉の痛みを感じ心配になったため施設へ連絡。
　　　　　　　　 看護師より病院受診の指示を受け、かかりつけの病院を受診するも、「本日は対応できないため、明日受診してほしい。」と言われる。
3月23日（水）  当該職員日勤。勤務前に抗原検査を行い陰性だったため勤務に入る。念のため、マスクを2重にする。
　　　　　　　　 長野県事業のＰＣＲ検査（第4回目）を受ける。
3月24日（木）　当該職員夜勤入り。
3月25日（金）　夜勤明け。
3月26日（土）　当該職員公休。
3月27日（日）　長野県事業のＰＣＲ検査（第4回目）の結果がメールで届く。
　　　　　　　　 当該職員の陽性が判明。公休日だったため施設長より連絡する。
　　　　　　　　 全職員へ職員1名陽性となったことを報告。外出を控えるよう指示する。
　　　　　　　　 勤務に入る職員は2重マスク着用。ユニット間の行き来は最小限とし、
休憩は1人1人とることを指示する。
収束の指示を受けるまでの期間の会議、勉強会等は全て中止とする。
　　　　　　　　 入居者ご家族様へ報告。
　　　　　　　　 長野保健所へ連絡するも休日のため連絡つかず。
3月28日（月）　長野保健所と連絡が取れ指示を受ける。
　　　　　　　　 当該職員は発症日（3月22日）から10日間の自宅療養となる。
　　　　　　　　 入居者様・職員全員が接触者と判断され、明日ＰＣＲ検査を受けることとなる。須高地域の病院・高齢者施設・地域包括支援センター等へ陽性者が出た
　　　　　　　　 ことを報告する。
3月29日（火）　入居者様・職員全員ＰＣＲ検査実施。
3月30日（水）　ＰＣＲ検査の結果、全員陰性。
　　　　　　　　 入居者ご家族様へ全検査の結果、全員陰性であったこと報告する。
4月  3日（日）　自宅療養期間が明け、当該職員出勤する。
　　　　　　　　 関係各所へ収束したことを報告する。





令和４年
 11月25日 （金） 当該職員より発熱はないが咽頭痛あり。との連絡受ける。
　　　　　　　　　 夜勤業務まえに抗原検査実施し陰性確認できたため、夜勤業務へ従事。
　　　　　　　　　 ※念のため、従来の16時間夜勤から8時間夜勤へ変更。（21時~7時）
 11月28日 （月） 職員Aより、体調戻らず受診の結果、コロナ陽性診断受けた。と連絡あ
り自宅療養とした。職員・入居者の健康観察を行い、発熱等の症状認められないため様子観察とした。
 11月30日　(水)　A棟入居者1名に発熱症状見られ、医療用抗原検査にて陽性反応有。
 12月 1日　 (木)　入居者A様解熱されず信州医療センターへ入院加療となる。
 12月 3日　（土） 看護師Aより、発熱・咽頭痛により医療機関での検査で陽性反応受けたとの連絡受ける。A棟入居者B様にも発熱症状見られ、医療用抗原検査にて陽性反応有。
 12月 4日　 (日)　入居者・職員全員を対象に医療用抗原検査を行い、看護師B、職員C・D・E・Fの陽性確認。自宅待機とする。入居者の陽性は確認できず。
 12月5日  　(月)　発熱が見られ陽性反応見られたA棟のC様、陽性確認。職員G陽性確認
 12月6日　　(火)　入居者・職員全員を対象に医療用抗原検査を行い、A棟入居者D様、職員 
H陽性確認。信州医療センターにて入院加療されていたA様、解熱し症状改善見られ、退院許可退院後、A等居室にて個室対応とさせていただく。
 12月7日　 （水） 看護師C職員I・J陽性確認
 12月8日　　(木)　A棟E様、陽性確認。看護師A解除予定日1日前より、職員C・D解除予定日より復職。
 12月9日　　(金)　B棟F様、陽性確認。看護師A解除予定日1日前より復職。職員C・E解除予定日2日前より復職。
 12月10日　 (土)　B棟G様陽性確認。A棟H・I様、陽性確認。
 12月11日　 (日)　職員L陽性確認。
 12月12日　 (月)　B棟J様、職員M陽性確認。職員G解除、復職。
 12月13日　 (火)　B棟K様、陽性確認。職員K解除予定日2日前より復職。職員H・I復職。A棟、入居者A様・B様、症状安定し、医療用抗原検査、陰性により解除。
 12月14日　 (水)　B棟L様、職員N陽性確認。看護師C職員J復職。
 12月15日　 (木)　職員、入居者様共に新たな陽性者無し。
 12月16日　 (金)　B棟K様・職員O陽性確認。
 12月17日　 (土)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。
 12月18日　 (日)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。
12月19日 　(月)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。職員D復職
（※12月12日よりA棟：感染棟　B棟：準感染棟　C棟衛生棟とし、それぞれの棟での生活を送って頂いた。又、感染棟、準感染棟において症状の緩和状況からレッドゾーン・ホワイトゾーンと空間を区切り、職員の行き来にも注意を払った。
又、通常、2名対応の夜勤者を3名対応とし、ユニット間の往復を完全に遮断。夜勤3名での対応は12月22日まで継続した。）
 12月20日 　(火)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。B棟G様、A棟H様I様、症状安定し、医療用抗原検査、陰性により解除。
 12月21日 　(水)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。
 12月22日 　(木)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。B棟J様、症状安定し、医療用抗原検査、陰性により解除。
 

12月23日 　(金)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。
 12月24日 　(土)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。B棟K様、症状安定し、医療用抗原検査、陰性により解除。
12月25日 　(日)　職員・入居者様共に新たな陽性者無し。B棟M様、症状安定し、医療用抗原検査、陰性により解除。この日をもって職員、入居者様の経過観察期間は終了となる。

⑰ ボランティア登録・実施人数関係
※１　個人5名（ハーモニカ１名・手品１名・アコーディオン1名・清掃、調理補助1名
　　　　　　　　ハンドマッサージ1名）
※２　団体10 （ペンペンカフェ、オカリナティアーモ、土笛コスモス、傾聴ボランティア
心耳の会、カラオケピカフレンズ、日野ハーモニカクラブ、シニアアンサンブルハートランド、レガート、ハーモニカ【竹前さん他】 ）
※ペンペンカフェボランティア:（R5　6月より再開） 地元近隣にお住いの女性メンバー６名が、ボランティアグループを結成し、隔週の水曜日の午前１０時からペンペンカフェにて喫茶ボランティアを実施（毎回３名で実施）
ボランティア来所人数＆実施内容
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和3年２月25日よりボランティアの受け入れを一切中止していたが、令和5年6月よりカフェボランティアを再開している。

⑱　手作りおやつ（ふうちゃんのおやつクッキング）
※栄養士の職員による入居者参加の交流おやつづくりの会（※概ね月に2回開催予定）
開催日：H31/４月４日、令和元年５月28日、6月19日、７月４日、７月30日、9月3日、　
9月17日、10月4日、10月29日、11月6日、12月4日、12月16日、令和2年1月16日
1月27日、2月6日、2月17日
　（新型コロナウイルス感染予防による施設立ち入り制限中のため休止）
· 令和５年１０月より再開　R6　１月５日　　３月１４日
⑲　提携医 定期往診
※松澤内科クリニック 松澤先生による定期往診 毎週火曜午後1時30分～
（令和６年度４月１日より轟医院に提携医変更）

⑳　オンコール代行
※ドクターメイト株式会社　（令和3年3月1日～）
　　24時間施設の医療をサポートしてくれるサービス。夜間のオンコール代行と夜間中の医療相談が可能。

㉑　外部機関による訪問マッサージ利用
※1　医療保険対応 「臥竜の里 訪問リハビリ指圧治療院」4名利用
※2　医療保険対応 「タケフシ鍼灸整骨院」1名利用
（1人週2回 、リハビリやマッサージ等の実施）






㉒　出張理容サービス関係
※１　提携理容　青木理容様　　出張理髪サービスの利用（月に1回実施）
※２　シスター美容室　（青木理容の都合により依頼）
※３　髪や　（カラー、パーマを希望される方がいるときに依頼）

㉓　出張販売（ファミリーマート様）
令和元年６月９日、７月28日、11月24日、12月18日、令和2年1月15日、2月18日、
3月19日　（新型コロナウイルス感染予防による施設立ち入り制限中のため休止中）
令和５年５月８日より、移動スーパー「とくし丸」新型コロナ５類移行後、毎月第一、第三木曜日１３時３０分より、３０分間

㉔　施設内ミニ売店設置事業実施（毎日）
　希望のある嗜好品を中心とした食品（菓子類や飲料）をワゴン販売により実施。

㉕　研修生受け入れ（須坂看護専門学校）
　※　臨地実習（老年看護学実習Ⅰ）
1 9月13日～15日　2年生2名
2 9月22日～26日　2年生2名

㉖　消防・設備点検
※１　6月　8日　　消防設備点検　（能美防災）
※２　9月　6日　　消防設備点検　（能美防災）
※３  11月 28日　 電気設備点検
※５　3月　15日　 消防設備点検　（能美防災）

㉗　発電機設置工事
※1　令和4年1月11日より開始　　
※2　2月 25日　発電機搬入据付工事
※3　3月  9日　市役所立ち合い発電機検査
※4　3月 30日　 設置工完了、接続試運転開始

㉘　空きショートステイ実績
※1　特養の空きベッド（入院や外泊期間中）を使用したショートステイの受け入れを
　　 令和4年4月1日から開始できるよう、現在準備を行っている。

[bookmark: _Hlk135225160]※２　3月24日　ショートステイ現地調査
※３　3月29日　短期入所生活介護及び介護予防短期生活介護　の指定許可を受ける。
※４　5、６月中　各ユニット会議にて、職員への周知。受け入れ準備
※５　8月7日~　受け入れ開始予定
　　　8月　2名：14日間　　9月　2名：14日間　10月　1名：2日間　
令和5年　1月　1名：20日間　２月　２名：１５日間　３月　１名：４日間　
　　　　　8月　１名：４日間　９月　５名：５３日間　１０月１名：３日間
　　　　　11月　2名：3日間　12月　1名：2日間
令和6年　1月　1名5日間　　　2月　1名：13日間



㉙ 職員の入退職者
[bookmark: _Hlk166573126]※１　4月5日　パート職員　1名採用　　※2　4月　17日　パート職員　　1名採用
※3　5月4日　パート職員　1名採用　　 ※4　5月　30日　パート職員　　1名採用
※5　6月　2日　正規看護職員　1名採用　※6　 7月　7日　フルパート職員　1名採用
※7　 12月　2日　パート職員　1名採用　※8　 11月 30日 パート職員　2名退職
※9　4月14日　パート職員　1名退職　　※10　4月　17日　パート職員　　1名退職
※11　11月9日　正規介護職員　1名退職 ※12　11月　30日　パート職員　　1名退職
※13　12月31日　正規介護職員1名退職　※14　 1月　20日　正規介護職員　1名退職
※15　 2月　29日　パート職員　1名退職 ※16 　3月 31日 パート職員　   1名退職
４　役員等の状況（令和 6年 3月31日現在）
	役職（理事）
	氏　　　　名

	理事長
	德竹　順一（とくたけ じゅんいち）

	理　事
	高橋　芳子（たかはし　よしこ）

	理　事
	丸山　　尊（まるやま たかし）

	理　事
	神屋　初枝（かみや はつえ）

	理　事
	和久井　進（わくい すすむ）

	※理　事（業務執行理事）
	小出　　豊（こいで　ゆたか）


· 業務執行理事 理事長に事故等ある時は、代わりに業務執行を担う職務代理者

	役職（監事・評議員選任・解任委員）
	氏　　　名

	監　事
	倉石　浩芳（くらいし ひろよし）

	監　事
	長岡　惠子（ながおか　けいこ）

	役職（評議員）
	氏　　　名

	評 議 員
	羽生田　豊雄（はにゅうだ とよお）

	評 議 員
	森泉　完志（もりいずみ ひろし）

	評 議 員
	青木　茂子（あおき　しげこ）

	評 議 員
	羽生田美奈子（はにゅうだ みなこ）

	評 議 員
	宮下　昌雄（みやした　まさお）

	評 議 員
	竹前　美由紀（たけまえ　みゆき）

	評 議 員
	青木　清治（あおき　きよはる）

	役職（評議員選任・解任委員）
	氏　　　名

	評議員選任・解任委員
	菅沼　和男（すがぬま　かづお）

	評議員選任・解任委員
	増山　哲郎（ますやま　てつろう）

	役職（第三者委員 入居判定委員）
	氏　　　名

	第三者委員 入居判定委員
	中嶋　則子（なかじま　のりこ）

	第三者委員 入居判定委員
	竜円富美子（りゅうえん　とみこ）



